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には何を指すのか。 

（答）現時点では、日本集中治療医学会認定集中治療施設を指す。 

 

【訪問看護指示料】 

問 36 「Ｃ００７」訪問看護指示料について、訪問看護指示書の郵送代は、訪

問看護指示書を交付する医療機関が負担するのか。 

（答）そのとおり。 

 

【小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び在宅がん医療総合診療料】 

問 37 「Ｆ４００」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、

一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬するこ

とは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、こ

のような方法による投薬を行った場合は、「Ｆ０００」調剤料及び「Ｆ１０

０」処方料は算定せず、院内投薬に係る「Ｆ２００」薬剤及び処方箋料を算

定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載するこ

と。」とされているが、この場合において、「Ｂ００１－２」小児科外来診療

料、「Ｂ００１－２－１１」小児かかりつけ診療料及び「Ｃ００３」在宅が

ん医療総合診療料については、どのように算定するのか。 

（答）「処方箋を交付する場合」として算定する。 

 

【疾患別リハビリテーション】 

問 38 令和８年度診療報酬改定において、休日リハビリテーション加算が新設

されるとともに、週当たりにおける療法士の上限単位数が 108 単位であるこ

とが改めて示されたが、１週間の単位は、第１部初・再診料通則で定める単

位と同様か。 

（答）そのとおり。日曜日から土曜日までを週の単位とする。 

 

【休日リハビリテーション加算】 

問 39 令和８年度診療報酬改定にて休日リハビリテーション加算が新設された

が、令和８年５月 31 日以前に入院し、同年６月１日以降も入院している患

者に対して当該加算を算定する場合、起算日はどのように考えればよいか。 

（答）休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和８年５月 31

日以前であっても、当該日付を起算日と考え、６月１日以降、算定要件を

満たす日に算定可能である。 

 

【廃用症候群リハビリテーション料】 

問 40 「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者と

して、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群であって、一定以上の基本動
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訪問看護療養費関係 

 

【訪問看護基本療養費等】 

問１ 同一建物居住者について、同一敷地内が含まれることとなったが、 

①同一敷地内とはどのような場合が該当するか。 

②例えば敷地が広大である場合においても、建物が同一敷地内に所在する場合

は該当するのか。 

（答） 

① 同一地番の敷地内である場合や、同一地番ではなくとも公道に出ずに敷

地を行き来できる等一体的に利用されている敷地である場合が該当する。 

② ①に該当する場合であっても、広大な敷地に複数の建物が点在するもの

（例えば、ＵＲ（独立行政法人都市再生機構）などの大規模団地や、敷地に

沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地）で、他者が占有する土地

によって隔てられており建物と建物の距離が離れている場合は、同一建物

の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるため含まれない。 

 

【訪問看護基本療養費等】 

問２ 妊産婦または乳幼児への指定訪問看護に当たって、訪問看護の一環とし

て妊産婦への育児指導や乳幼児の育児支援を行うことはできるか。また、そ

の場合の訪問看護の実施時間の取り扱い如何。 

（答）疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にはない妊

産婦又は乳幼児への、育児支援を主な目的とした訪問は、指定訪問看護に該

当しない。 

疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある妊

産婦又は乳幼児に対して、主治医が交付した指定訪問看護に係る指示書に

基づき指定訪問看護を行う場合であって、当該妊産婦又は乳幼児への直接

的な看護と併せて、当該妊産婦の子の育児支援又は当該乳幼児の母への育

児指導等を行う場合には、当該育児支援又は育児指導の時間は、指定訪問看

護の実施時間に含まれる。 

 

【訪問看護基本療養費等（特別地域訪問看護加算）】 

問３ 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所

は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業

所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合において

は算定可能か。 

（答）算定不可。 

ただし、特別地域訪問看護加算のイに該当する場合であって、利用者の居

宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又
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は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。 

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成 30 年

３月 30 日事務連絡）別添５の問１は廃止する。 

 

【特掲診療料の施設基準等の別表第７に該当する者】 

問４ 主たる傷病名が「視神経脊髄炎」の利用者は、特掲診療料の施設基準等の

別表第７に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の「多発性硬化症」に該

当すると考えてよいか。また、主たる傷病名が「多巣性運動ニューロパチー」

の利用者は、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」に該当すると考えてよいか。 

（答）いずれもそのとおり。 

 

【特掲診療料の施設基準等の別表第８に該当する者】 

問５ 特掲診療料の施設基準等（平成 20 年厚生労働省告示第 63 号）の別表第

８に新たに規定された在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態

にある者とは、どのような者が該当するか。 

（答）現に医科点数表区分番号「Ｃ１１４」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単

に難治性の皮膚病変を有する利用者は該当しない。 

 


